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法人税法施行令の一部を改正する政令要綱 

 

１ 公共法人が収益事業を行う公益法人等に該当することとなった場合又は公共法人

が普通法人若しくは協同組合等に該当することとなった場合の利益積立金額、届

出、貸倒実績率、資産及び負債の帳簿価額並びに金銭債務の償還差損益について、

所要の措置を講ずることとする。（第９条、第29条、第30条、第51条、第52条、第

96条、第118条の６、第119条の５、第122条の５、第131条の６、第136条の２関

係） 

２ 有価証券に準ずるものの範囲から資金決済に関する法律に規定する特定信託受益

権を除外することとする。（第 11 条関係） 

３ 寄附金の損金不算入に対する特例制度の対象となる公益の増進に著しく寄与する

法人の範囲に福島国際研究教育機構を加えることとする。（第77条関係） 

４ 第二次納税義務に係る納付税額の損金不算入制度における国税徴収法の第二次納

税義務の規定により納付すべき国税等に準ずるものの範囲に、地方税法の第二次

納税義務の規定の例により納付し、又は納入すべき森林環境税に係る徴収金を加

えることとする。（第78条の２関係） 

５ 個別評価金銭債権に係る貸倒引当金制度について、資産の評価損益の計上が認め

られる再生計画認可の決定に準ずる一定の事実がその適用の対象となる事実であ

ることを明確化することとする。（第96条関係） 

６ 損金の額に算入しない国税に係る延滞税等又は地方税に係る延滞金等に準ずるも

のの範囲に森林環境税に係る延滞金を加えることとする。（第111条の４関係） 

７ 民事再生等一定の事実による債務免除等があった場合に青色欠損金等の控除後に

繰越欠損金を損金算入できる制度の対象となる事実に、資産の評価損益の計上が

認められる再生計画認可の決定に準ずる一定の事実を加えることとする。（第117

条の３関係） 

８ 暗号資産について、次のとおり整備を行うこととする。（第 118 条の５～第 118

条の８、第 118 条の 10、第 118 条の 11 関係） 

⑴ 自己が発行することにより取得した暗号資産の取得価額は、その発行のため

に要した費用の額とする。 

（注）上記の改正は、法人が令和５年４月１日以後に取得をする暗号資産につい

て適用する。なお、同日前に取得をした暗号資産のうち一定のものに該当する

暗号資産について改正後の規定を適用することができる経過措置を講ずる。
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（附則第４条関係） 

⑵ 発行の時から継続して譲渡についての制限その他の条件が付されている暗号

資産の範囲等の細目を定める。 

⑶ 暗号資産の一単位当たりの帳簿価額は特定自己発行暗号資産とそれ以外の暗

号資産とを区分して算出するほか、所要の措置を講ずる。 

９ 公益法人等が普通法人等に移行する場合における累積所得金額又は累積欠損金額

の計算の基礎となる負債帳簿価額等に資本金等の額を加算することとする。（第

131条の４関係） 

10 その他所要の規定の整備を行うこととする。 

11 この政令は、別段の定めがあるものを除き、令和５年４月１日から施行すること

とする。（附則第１条関係） 


